
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  建物附属設備への資本的支出                

Ｑ：建物附属設備の減価償却方法が変更に

なるそうですが、建物附属設備にした資本的

支出の取扱いはどうなりますか？                              

                                              

Ａ：建物附属設備と同様に定額法になりま

す。 

【解説】 

平成28年度の税制改正で、建物附属設備と

構築物の償却方法が改正され、これまでの定

率法から定額法に１本化されることとなりま

した。 

この改正は、平成28年４月１日以後取得分

から適用されますので、同日以後取得の建物

附属設備は定額法となり、同日前までに取得

分については、これまでどおりの償却方法を

適用することが認められます。 

また、定率法を適用している建物附属設備

等に資本的支出をした場合は、その建物附属

設備等と種類、耐用年数を同じくする新規資

産を取得したものとみなして定額法を適用す

ることになります。 

なお、減価償却費の償却限度額を計算する

場合、資産の種類の区分、耐用年数、償却方

法が同じ資産について、それぞれで計算した

償却限度額の合計額をそれらの資産の償却限

度額とする、いわゆるグルーピング計算をし

ますが、改正前の建物附属設備と改正後の建

物附属設備は、償却方法が異なるため、この

グルーピングは行えないこととなります。 
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